
 公安委員会所管事業者の個人情報等の取扱いに係る監督等の運用について 

（一般甲）（要徹底） 

 

                             令和５年３月31日 

                             兵警広一般甲第49号 

 

 公安委員会所管事業者の個人情報の取扱いに関する監督及び指導要領については、対

号により運用しているところであるが、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第

57号。以下「法」という。）が改正されたことに伴い、その一部を見直し、４月１日から

下記のとおり運用することとしたので、各所属長は、所属職員に周知徹底の上、誤りの

ないようにされたい。 

記 

第１ 趣旨 

この要領は、兵庫県公安委員会（以下「公安委員会」という。）が所管する事業分野

の事業者の個人情報等の取扱いに係る監督等について、必要な事項を定めるものとす

る。 

第２ 定義規定等の適用等 

 １ 定義規定等の適用 

   特別の定めがある場合を除くほか、法に定めるところによる定義規定及び略称規

定は、この通達において適用する。 

 ２ 定義 

   この通達における用語の意義は、次に定めるところによる。 

(1) 個人情報等 法第146条第１項に規定する個人情報等をいう。 

(2)  公安委員会所管事業者 公安委員会が所管する事業分野の個人情報取扱事業

者、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者及び個人関連情報取扱事

業者（以下「個人情報取扱事業者等」という。）をいう。 

(3) 委任事業者 公安委員会所管事業者のうち、法第150条第１項の規定に基づき一

定の権限が公安委員会に委任された事業分野（以下「委任事業分野」という。）の

個人情報取扱事業者等をいう。 

(4) 委任監督行為 法第146条第１項の規定等により、委任事業者に対し、必要な報

告若しくは資料の提出を求め、又は委任事業者の事務所その他必要な場所に立ち

入り、個人情報等の取扱いに関し質問し、若しくは帳簿書類その他の物件を検査

することをいう。 

(5) 所管課長 公安委員会が所管する事業分野を所管する警察本部の所属の長をい

う。 

(6) 委任事業所管課長 所管課長のうち、委任事業分野を所管する警察本部の所属

の長をいう。 

第３ 公安委員会所管事業者に係る苦情等の措置 

１ 警察職員は、公安委員会所管事業者の個人情報等の取扱いに関する苦情又は相談

（以下「苦情等」という。）を認知したときは、広聴処理票（兵庫県警察広報広聴活

動規程（平成11年兵庫県警察本部訓令第６号）第36条第２項に規定する広聴処理票

をいう。）を作成し、所属長に報告するものとする。 



２ 所属長は、前記１による報告を受けたときは、当該公安委員会所管事業者の事業

分野の所管課長に通知するものとする。 

３ 所管課長は、苦情等を認知したときは、事実関係その他必要な事項を総務部県民

広報課長（以下「県民広報課長」という。）に通知するとともに、必要に応じて、当

該公安委員会所管事業者に対して、当該苦情等を適切かつ迅速に処理するよう教示

するものとする。 

４ 所管課長は、前記３による教示をしたときは、必要に応じて、その状況を苦情等

の申出者に通知するものとする。 

５ 所管課長は、必要があると認めるときは、前記３による教示又は前記４による通

知を関係警察署長に依頼することができる。 

第４ 委任監督行為 

１ 委任事業所管課長は、所管する事業分野の委任事業者に対して委任監督行為を行

う必要があると認めるときは、県民広報課長と協議の上、公安委員会に上申するも

のとする。 

２ 委任事業所管課長は、前記１による上申の結果、公安委員会が委任事業者に対し

て報告又は資料の提出を求める旨を決定したときは、報告・資料提出要求書（様式

第１号）を、当該委任事業者を代表する者又はこれに代わる者（以下「代表者等」

という。）に交付するものとする。 

３ 委任事業所管課長は、前記１による上申の結果、公安委員会が委任事業者に対し

て立入り、質問又は検査（以下「立入り等」という。）を行う旨を決定したときは、

代表者等に対し、その期日、場所その他必要な事項を書面又は口頭で告知するもの

とする。この場合において、委任事業所管課長は、立入り等をする職員に、その身

分を示す証明書を携帯させるものとする。 

４ 委任事業所管課長は、所管する事業分野の委任事業者に対して委任監督行為を行

おうとする場合は、あらかじめ、その概要を当該事業分野を所管する警察庁の内部

部局の課（課に準ずるものを含む。）の長（以下「警察庁委任事業所管課長」という。）

を通じて、個人情報保護委員会に通知するものとする。 

また、委任事業所管課長は、所管する事業分野の委任事業者に対して委任監督行

為を行ったときは、その結果を１箇月ごとに（法第４章第２節から第４節の規定に

違反する行為があると認めたときは、直ちに）報告書（様式第２号）により、警察

庁所管課長を通じて、個人情報保護委員会に報告するものとする。 

第５ 個人情報の漏えい等が発生した場合の措置 

１ 警察職員は、公安委員会所管事業者（個人情報取扱事業者に限る。以下第５にお

いて同じ。）が保有する個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人情報の安全管理

に関する事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報

保護委員会規則で定めるもの（以下「漏えい等」という。）を認知したときは、直ち

に所属長に報告するものとする。 

２ 所属長は、前記１の規定による報告を受けたときは、速やかに当該公安委員会所

管事業者の事業分野の所管課長に通知するものとする。 

 ３ 所管課長は、前記２の規定による通知その他の警察活動を通じて漏えい等を認知

したときは、速やかに県民広報課長に通知するとともに、次の表の左欄に掲げる公

安委員会所管事業者の区分に応じて、それぞれに定める措置を講ずるものとする。 



公安委員会所管事業者の区分 措置 

委任事業者 (1) 委任事業者に対して必要な事項の報告を求

めること。 

(2) 前記(1)に規定する報告の内容を公安委員会

に報告すること。 

(3) 報告書（様式第２号）により、警察庁委任事

業所管課長を通じて、個人情報保護委員会に報

告すること。 

委任事業者以外の公安委員会

所管事業者（以下「委任事業

者以外事業者」という。） 

委任事業者以外事業者に対して、個人情報保護

委員会（当該委任事業者以外事業者が法第52条に

規定する認定個人情報保護団体の対象事業者であ

るときは、当該認定個人情報保護団体）に報告す

るよう教示すること。 

４ 所管課長は、前記３に規定する措置のほか、当該公安委員会所管事業者に対し、

必要な措置を講ずるように教示するものとする。 

第６ 個人情報保護委員会に対する適当な措置の求め 

１ 所管課長は、所管する事業分野の公安委員会所管事業者に対して監督の権限（当

該公安委員会所管事業者が委任事業者である場合は、委任監督行為以外の権限）を

行使する必要があると認めるときは、個人情報保護委員会に対して適当な措置をと

るべきことを求めること（以下「適当な措置の求め」という。）を県民広報課長と協

議の上、公安委員会に上申するものとする。 

２ 個人情報保護委員会への報告 

所管課長は、前記１による上申の結果、公安委員会が適当な措置の求めを行う旨

を決定したときは、警察庁委任事業所管課長を通じて個人情報保護委員会に報告す

るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号 

    発第    号 

    年  月  日 

              様 

 

                                                 兵庫県公安委員会      印 

 

報 告 ・ 資 料 提 出 要 求 書 

 

個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第146条第１項の規定等により、

次のとおり、□報告 □資料の提出 を要求します。 
なお、報告若しくは資料の提出をせず、虚偽の報告をし、又は虚偽の資料を提出した

ときは、個人情報の保護に関する法律第182条の規定に基づき、刑罰に処せられることが
あります。 

事 業 所 の 所 在 地 

及 び 連 絡 先 

 

            電話   （   ） 

事 業 者 の 名 称  

代 表 者 の 氏 名  

報告を要求する事項 

（提出を要求する資料） 

 

報告を要求する理由 

（資料の提出を要求する理由） 

 

報告（資料の提出）先  兵庫県公安委員会 

報告（資料の提出）期限        年     月     日 

 

担当部署及び連絡先 

 

              

 

             電話   （   ） 

 

  この処分について不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌

日から起算して３箇月以内に上記の担当部署を経由して兵庫県公安委員会に対し

審査請求をするか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６箇月

以内に神戸地方裁判所に対し兵庫県を被告としてこの処分の取消しの訴えを提起

することができます。 

 なお、審査請求をした場合には、この処分の取消しの訴えは、その審査請求に

対する裁決書を受け取った日の翌日から起算して６箇月以内に提起することがで

きます。 

注 該当する□の中にレ印を付けること。 

 

 



様式第２号                                                                    

                                                               発第    号 

                                                                 年  月  日 

  

個人情報保護委員会 様                                                        

   

                                                 兵庫県公安委員会      印 

        

 

報         告    書 

                                             

個人情報の保護に関する法律施行令（平成15年政令第507号）第40条第３項の規定に基

づき、下記のとおり報告します。                                                  

記 

 

 

事 業 者 

 

 

所 在 地 

名  称 

事業種別 

代 表 者 

連 絡 先 

権 限 行使 の 種 別 

個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号） 

□第26条第１項  

□第146条第１項 

（□報告の要求  □資料提出の要求  □立入検査） 

□その他（                   ） 

 

権 限 行使 の 概 要 

 

 

 

 

 

参 考 とな る 事 項 

 

 

 

 

 

 

判 明 し た 事 項 

 

 

 

 

 

 

 

所 管 課  

  注 該当する□の中にレ印を付けること。               


